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令和３年度第１５回庁議提案  審議・報告・その他 

                     提 出 日：令和３年１１月８日 

                     担当部・課：財務部資産税課〔内線３１１２〕 

① 件 名 

固定資産税及び都市計画税の課税免除等に関する法改正に伴う関係条例の整理について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

本市では、固定資産税及び都市計画税の課税免除並びに不均一課税についての特例措置を、石巻市市税

特別措置条例において規定している。 

「東日本大震災復興特別区域法」等の改正のほか、「過疎地域自立支援特別措置法」が令和３年３月３

１日で失効し、過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するため、新たに「過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法」が令和３年４月１日から施行された。 

 

【目的】 

法律の施行並びに改正に伴い、石巻市市税特別措置条例の一部について整理を行うもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】   

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号） 

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号） 

東日本大震災復興特別区域法（平成２３年法律第１２２号） 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成１９年法律第４０号） 

 原子力発電施設等立地区域の振興に関する特別措置法（平成１２年法律第１４８号） 

 石巻市市税特別措置条例（令和３年条例第２号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・□無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和３年３月 過疎地域自立支援特別措置法廃止 

４月 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行 

       復興庁設置法等の一部を改正する法律施行 

⑤ 主な内容 

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の施行に伴い、取得価格要件等の見直しの実施と

固定資産税の課税免除の対象業種に情報サービス業等を追加する。 

  併せて、石巻市市税特別措置条例における関係法令の改正に伴う条文を整理する。 

⑥  実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】   

 関係条例を整理することにより、適正な運用が図られる。 

⑦  他の自治体の政策との比較検討 

関係法令の改正に伴う条例の改正であることから、県内市町村においても同様の改正予定としている。 

⑧  今後の予定及び施行年月日 

令和３年１２月 市議会第４回定例会に石巻市市税特別措置条例の一部改正について提案 

（公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用させる） 

⑨ その他 
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